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午前１０時００分 開議

○議長（小比類巻雅彦君） おはようござい

ます。

出席議員は定足数に達しておりますので、

会議は成立いたします。

これより、本日の会議を開きます。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第２号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第１ 市政に対する一般質問

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１ 市政

に対する一般質問を行います。

西村盛男議員の登壇を願います。

西村議員。

○１３番（西村盛男君） おはようございま

す。

１３番、かがやきの西村盛男でございま

す。早速ではございますが、通告に従いまし

て市政に対する一般質問をさせていただきま

す。

まずは、１点目の政治姿勢問題についてお

伺いをいたします。

現在、世界規模で猛威を振るう新型コロナ

ウイルス感染症の感染者数は、世界全体で約

６,４００万人に迫っており、日本国内にお

いても１５万人を超えるなど、この未曽有の

国難と言える事態がいつ収束するのか、いま

だ先行き不透明な状況にあります。

また、我々の住まう青森県内におきまして

も、先般、大規模なクラスターが発生したこ

とは記憶に新しいところでございますが、当

市でも、いつ何どきそのような状況に直面す

るかは予測不可能であることから、市民生活

や経済活動等への影響を懸念する声が多くの

市民から寄せられております。

このような先行き不透明な状況下におい

て、何よりも市民の生命、財産を守ることを

第一義としながら、当面はコロナと共生して

いく中で、感染防止の徹底と社会経済活動の

維持、この両立を図りながらも、しっかりと

アフターコロナ、ポストコロナを見据えた市

政運営が求められていると考えます。

また、先般、公表されました令和３年度予

算編成方針によりますと、今後の当市の財政

見通しは、新型コロナウイルス感染症対策に

関わる財政支出や、老朽化に伴う公共施設の

大規模改修、さらには社会保障施策に要する

経費の増加など、様々な財政需要が見込まれ

る一方、歳入におきましては、感染症の影響

により、市税等の一般財源の減収が予想され

ているところであります。

参考までに、県内他自治体に目を移します

と、むつ市では、２０２１年度の市税収入見

込額が、本年度と比較し約１１億円の減収、

また、青森市では約２０億円の減収が見込ま

れることが示されるなど、今後の自治体の運

営に当たっては、非常に難しいかじ取りが要

求されるものと認識しております。

このような状況において、小檜山市長にお

かれましては、今回、２度目の新年度予算編

成に臨まれるわけでございますが、第二次三

沢市総合振興計画の基本理念であります「未

来へつなぐ 心安らぐ 国際文化都市」実現

に向けて、「子どもからお年寄りまでの生活

を守る」以下１０の政策を着実に推進すると

同時に、持続可能な地方財政運営が求められ

ている今、ぜひとも市長にはさらなるリー

ダーシップを発揮していただきながら、この

誰もが経験したことのない時代、難局を乗り

切るためにも、前例主義ではなく、柔軟な発

想と決断力を持って市政運営に当たっていた

だきたいと御期待申し上げるところでござい

ます。

そこで、質問でございますが、市長はどの

ようなお考えの下、新年度予算編成に臨まれ

るのかお伺いをいたします。

次に、２点目の少人数学級への転換につい

てお伺いいたします。

先般発表されました文部科学省の令和３年

度予算案の概算要求において、義務教育標準

法に基づく学級編制標準の引下げを含めた少

人数によるきめ細かな指導体制の計画的な整

備の検討、これが明記をされ、公立小中学校

における少人数学級の実現に向けて、その動
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向が注目されているところであります。

これまでも、国におきましては、教育再生

実行会議をはじめ、様々な場において議論さ

れてきた問題であり、全国知事会、市長会な

どの地方三団体からも早期実現を求める緊急

提言が文部科学大臣へ提出されたことや、国

に少人数学級の実現を求める意見書が多くの

地方議会においても採択されていることから

も、その必要性、重要性を強く認識している

ところであります。

御承知のとおり、現在、公立小学校の学級

編制の基準は、義務教育標準法に定められて

おり、１学級の児童生徒数の上限は、２０１

１年度より小学１年生のみ３５人に引き下げ

られたものの、小学２年生から中学３年生に

ついては上限が４０人のまま、現在に至るま

で４０年間据置きとなっております。

これに加え、青森県におきましては、独自

の施策として打ち出された「あおもりっ子育

みプラン２１」により、小学１年生から４年

生及び中学校１年生に関しましては、１学級

の児童生徒数の上限を３３名とする弾力的な

学級編制が実施されているところでありま

す。

文部科学省が進めようとしている少人数学

級は、この１クラスの上限人数を３０名程度

まで引き下げ、児童生徒一人一人に目の行き

届くきめ細かな指導体制を実現することによ

り、個に応じた学習指導の実現や不登校、問

題行動の早期対応につながる点をメリットと

して挙げており、併せて教職員定数の改善を

段階的に実施していくことで、教職員の負担

軽減等にもつながるものとしております。

さらには、今般の新型コロナウイルス感染

症対応を踏まえれば、教室内における身体的

距離の確保などの観点からも、次なる感染症

等の緊急時にあっても、子供たちが安全で安

心な環境の中で教育を受けられる体制、これ

を整備することが喫緊の課題であると考えま

す。

当市においては、地域間で児童生徒数に差

があるものの、市内全小中学校の中で１クラ

ス３１名以上が在籍している割合は約２５％

となっており、割合的には少ないものの、仮

に少人数学級が実現された際には、様々な対

応が必要となる可能性も考えられます。

言うまでもなく、少人数学級の実現、推進

に当たっては、国の裁量となる部分が大きい

ことは十分承知しておりますが、教育現場や

御父兄の方々からも少人数学級実現を求める

声が届いているところであり、この機運が高

まっている今、地方からもより強力に声を上

げる必要性を感じていることから、まずはこ

の少人数学級への転換について市はどのよう

な認識をお持ちなのか、御見解をお伺いいた

します。

以上、壇上からの質問を終わります。御答

弁のほどよろしくお願いいたします。

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの西村

盛男議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。

ただいまの西村議員御質問の政治姿勢につ

いて、どのような考えで令和３年度当初予算

編成に当たるのかについては私から、少人数

学級への転換につきましては教育長からお答

えをさせますので、御了承願います。

当市の財政状況は、扶助費をはじめとする

社会保障関連経費や公共施設の大規模改修経

費などの財政需要の増加が見込まれているこ

とに加え、歳入面においては、新型コロナウ

イルス感染症の影響による市税などの一般財

源の大幅な落ち込みが懸念されるなど、今後

の財政状況は厳しさを増していくことが想定

され、これまで以上に将来を見据えた堅実な

財政運営が必要となっております。

このような状況の中、令和３年度の予算編

成の基本的な考えとして、歳入については、

国の概算要求や制度の新設及び変更などを注

視するとともに、経済動向等、先行きの不透

明な部分については、適正な情報及び財源の

捕捉に努め、過大・過小な見積りとならない
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こととしているところであります。

一方、歳出においては、厳しい財政状況下

であっても、市民サービスの質は低下させ

ず、限られた財源の中で最大限の効果が達成

できるよう、行財政改革の推進による各事業

の検証、見直し等の徹底、またＩＣＴなどの

導入や推進を図る方針としております。

さらに、子育て支援や教育環境の充実など

の施策を進めるとともに、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大の動向とその影響を見極

めつつ、市民生活の安心に努め、市内経済の

維持・再建にも取り組んでまいります。

これらを踏まえ、第二次三沢市総合振興計

画の基本理念「未来へつなぐ 心安らぐ 国

際文化都市」の実現のため、１０の政策を効

率的・効果的に推進するとともに、将来にわ

たり持続可能な行財政運営が図られるよう予

算編成してまいりたいと考えております。

私からは、以上であります。

○議長（小比類巻雅彦君） 教育長。

○教育長（冨田 敦君） 少人数学級への転

換についてお答えをいたします。

１学級の児童または生徒の数に関しまして

は、先ほど西村議員お話しのとおり、公立義

務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標

準に関する法律で定められており、当市の小

中学校もこの制度を基準に、小学校１年生を

除き１学級４０人の学級編制を行っておりま

す。これにより、学年の人数が４０人までが

１学級となり、４１人になると２学級となり

ますが、学年の人数の関係で１学級の人数が

４０人近くなることもあり、課題を抱えた子

への指導等に苦慮することもあります。

そこで当市では、法律が定める基準に則し

て配置された教職員のほかに当市独自に学校

教育支援員等を採用し、児童生徒へのきめ細

かな支援を行っております。

今年度は学校教育支援員６０名、学校司書

３名、教育相談員等１３名、英語コーディ

ネーター１名、部活動指導員５名を各学校の

実情に応じて配置しております。さらに、三

沢版コミュニティ・スクール事業として、登

下校の見守りや学校図書館の整備、クラブ活

動への支援など、教育活動の充実のため、昨

年度は延べ１万２,４５７人の地域の方々の

支援をいただいております。

このように、大人の目や手を多数学校に加

えることによって、困り感を持った子に対す

る丁寧な指導を行うことができるよう努めて

いるところであります。

また、今般の新型コロナウイルス感染症の

対策に関しては、身体的距離を確保すること

が難しい学級を抱える学校に対し、児童生徒

の人数を少人数に分けさせるなど、感染症の

リスクの軽減に努めているところでありま

す。

御質問の少人数学級実現に向けての当市の

考えは、冒頭に述べましたとおり国の制度と

大きく関わることであり、一教育委員会の工

夫や努力で賄うことは限定的であると捉えて

おります。

教育委員会といたしましては、喫緊の課題

であるという認識を持ち、これまでも県教育

長会や校長会と連携し、要望活動を積極的に

進め、国に対し法律の改正等を求め続けてま

いりました。今後も少人数学級実現に向けた

要望を続けるとともに、当市独自の支援体制

をより充実させ、子供たちの学びを保障する

指導体制の整備に努めてまいりたいと考えて

おります。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 西村議員。

○１３番（西村盛男君） 御答弁をいただき

ました。ありがとうございます。

順番に再質問をさせていただきたいと思い

ますが、まず先ほど市長から御答弁をいただ

きましたとおり、非常に今後、市政を運営し

ていく上では非常に難しいかじ取りが要求さ

れる今このときだと思います。ぜひとも市長

には、予算編成を含め、市民の生活を守るた

めにしっかりとしたリーダーシップを発揮し

ながら頑張っていただきたいと期待をしてい

るところでございます。

私、先ほど質問の中でも触れさせていただ
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きましたけれども、やはり今、何と言っても

コロナの対策、それと同時に経済を回すとい

うこと、そしてさらには財政の健全化も図っ

ていかなければいけない。まさに二兎を追う

だけではなく、三兎を追わなければいけない

と、非常に厳しい状況だと認識しておりま

す。

そしてまた、これも質問で触れましたけれ

ども、青森市、そしてむつ市では、それぞれ

数十億の税収減が予想されているということ

を報道等で目にいたしました。

両市ともに、その減収分は地方交付税や減

収を補塡するための国からの交付金、また、

マイナスシーリング等を用いて補塡していく

というところでございますけれども、非常に

やはりダメージというものはあるわけであり

まして、１００％補えるものではないと思っ

ております。

そういった中でも、両市はしっかりとアフ

ターコロナ、ポストコロナでのまちづくりを

しっかりと見据えて、新規事業枠もしっかり

と確保していくということも述べられており

ます。

そういった中で、予算編成に市長は当たら

れるわけですけれども、やはりある程度の、

どれだけコロナからのダメージがこの三沢市

にあるのかということをある程度想定して予

算編成に当たる必要があると私は思います。

そういった意味では、市税などの一般財源の

減収が予想されることについて、今これか

ら、今まさに予算編成に当たられているわけ

で、予算が編成されるのは先の話ではござい

ますけれども、現時点で明確な数字を示せる

かは分かりませんが、分かる範囲で結構です

ので、果たしてどれほど三沢市はダメージを

受けるのか、どれくらい市税収入等が落ち込

むのか、その想定を把握しておられるならば

お伺いをいたしたいと思います。

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。

財務部長。

○財務部長（山﨑 徹君） 再質問にお答え

いたします。

新年度当初予算、まさに今お話しありまし

たように、これから編成作業を進めてまいり

ます。今現在の試算ということでお話しさせ

ていただきたいと思います。

まず、市税についてでありますが、個人あ

るいは法人の所得減少がございます。これに

よって、市民税の減少があります。これに加

えて、新たに新型コロナウイルスの経済対策

ということで、国のほうで中小事業者支援の

ために事業用固定資産税、主に償却資産にな

ると思いますけれども、この軽減措置が行わ

れることになっております。

そういったことから、市税全体では、対前

年度約２億５,０００万円の減収を今現在見

込んでおり、少なからず今後の予算編成に影

響を与えるものと思っております。

一方、地方交付税につきましても、コロナ

の影響で交付税の原資となります国の税収、

これも減少しますから、総務省概算要求の減

少率、対前年度マイナス２.４％ということ

で公表になっております。これを加味すると

ともに、地方譲与税などにつきましても、コ

ロナの影響による減収というのを推計してお

く必要があると思っております。

なお、お話しございましたように、減収分

を補塡する国の財政措置にも今注視している

ところです。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 西村議員。

○１３番（西村盛男君） ありがとうござい

ました。

再々質問でございますけれども、先ほど御

答弁をいただきました。やはり市税等につき

ましては２.５億円、また、そのほかにも

様々な要因が考えられるという御答弁をいた

だきました。割合としては先ほど申し上げた

両市よりは低いのかもしれませんけれども、

やはり公務員としてお勤めになっている方が

多いとか、様々な要因があるかとは思います

けれども、やはりそういった中でも少なから

ず三沢市にもコロナからの影響が来年度の当

初予算編成作業を進めるに当たりあるという



― 14 ―

ことは理解いたしました。

そういった中で、市長は、質問でも申し上

げましたとおり、前例主義ではなく、この厳

しい状況にあっても新しいことに挑戦する一

つのターニングポイントと捉えていただきな

がら、この三沢市を引っ張っていっていただ

きたいと思うわけであります。

昨年の市長選では、市長はマニフェスト等

も出されておりますが、そういったものとの

兼ね合いもあるかと思いますけれども、先ほ

ど御答弁があった厳しい状況において、現時

点で結構でございます。御自身のお考えで、

特に力を入れたいと考える重点施策、事業等

がありましたらお伺いをいたしたいと思いま

す。

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） 重点的には、言う

までもなく、これは市民の命を守るというこ

とが最優先になるわけですけれども、新型コ

ロナウイルスの影響で厳しい財政状況ではあ

るが、そのような状況の中でも私のマニフェ

ストを市民の皆様とともに実現しながら市政

運営に努めていきたいと、かように考えてい

るわけでございます。

その中でも特にというか、順列をつけるわ

けでもありませんけれども、優先的に予算措

置をして実施していかなければならないと考

えているのは、先ほどの答弁でも申し上げま

した子育て支援や教育環境の充実はもちろん

のこと、コロナ禍におけるテレワークの普及

や様々な分野でのデータ利活用のため、ＩＣ

Ｔタウンの推進として、今年度に引き続き、

公共施設のＷｉ－Ｆｉ環境はすぐに整備して

いかなければならないと考えている。

また、三沢－羽田便がトライアル運航では

あるが、４便化と増便になったが、当市の大

空のまちを生かした地域力の向上のため、こ

の４便化を継続させていくための各種施策に

取り組んでいく。

さらには、新型コロナウイルス感染拡大の

状況を判断しながらではあるが、三沢空港を

利用したチャーター便事業にも取り組んでい

きたいと考えております。

以上です。

○議長（小比類巻雅彦君） 西村議員。

○１３番（西村盛男君） それでは、２点目

の少人数学級への転換について再質問をさせ

ていただきます。

こちらにつきましても、先ほど御答弁をい

ただきました。ありがとうございました。

先ほど、質問の中でも触れさせていただき

ましたし、御答弁の中にもありましたとお

り、やはりこの問題は国の裁量による部分が

往々にしてありまして、しかしながら、やは

りメリット、現場の声、父兄の方々の声等を

聞いていると、やはり地方からもより強力に

これは声を上げていかなければならないなと

私は個人的に思っておりまして、そしてま

た、その導入に当たっては、もちろん国の予

算・責任の下、これはしっかりと進めていた

だかなくてはいけませんし、それに併せて、

ある程度のこれは権限を、これは自治体に持

たせていただきたいということも併せて、

様々な場面でぜひともアプローチをしていっ

て、さらに強力にアプローチをしていってい

ただきたい。ひとつこれはお願いでございま

す。

そして、先ほど御答弁をいただきましたけ

れども、これは進めるに当たっては、それぞ

れ地域ごとの実情が異なると思います。三沢

市においても、非常に１クラスの人数の少な

い学校もありますし、かといって３０名を現

状で超えている、４０名近いクラスが編制さ

れている学校もございます。併せて、今、ま

さに検討されている学校規模の適正化に関わ

る議論、これもこの先のことを考えれば関係

してくる問題であると私は思っております。

そういった中で、先般、青森県議会では、

この少人数学級の推進と教職員定数改善、こ

れを求める意見書案が提出されたところでは

ございますけれども、残念ながら否決をされ

てしまいました。まだ青森県内自治体では、

この意見書が採択されたところはないと記憶
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しておりますけれども、何としても国の動き

を、動向を注視しながらとはなりますけれど

も、ぜひともこの少人数学級が実現すること

を私は願っております。

そこで、教育長にお伺いしたいと思うわけ

ですけれども、この少人数学級の転換という

問題に対しまして、その効果、メリット、ま

た、導入が実現した際の課題、そのようなも

のをどう捉えておられるのか、お考えをお聞

かせいただければと思います。

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。

教育長。

○教育長（冨田 敦君） 西村議員の再質問

にお答えをいたします。

少人数学級実現のいわゆる利点・メリッ

ト、それから課題・デメリットについてでご

ざいますが、まず主な利点・メリットといた

しましては、先ほど答弁または西村議員の御

質問の中にもございましたが、一番大きなも

のは、教員の目が子供たち一人一人に届きや

すくなり、学習面や生活面でよりきめ細かな

指導や指導体制が強化をされるということ

が、もうこの１点に尽きると私は捉えており

ます。

加えて、先ほどの学校規模等の御質問、御

意見もございましたが、加えて特に中学校で

は、学級増に伴い教員が増えることにより、

各教科、５教科とか特別の技能教科や芸術教

科等あるかと思いますが、教員が増えること

により、各教科の教員がそろったり、多くの

部活動を開設することも可能となってくると

捉えております。

課題・デメリットとしては、移行する数年

間は、首都圏はともかく、青森県をはじめと

していわゆる地方と言われるほうは、教員不

足が生じる可能性が懸念されているというと

ころであります。

いずれにいたしましても、現状では少人数

学級が実現されると、非常に大きなメリッ

ト・効果が見込まれますので、教育委員会と

いたしましては、その実現に向けて、地方か

らではありますが、声を大にして国への要望

を今後ともしっかりと続けてまいりたいと考

えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、西村盛

男議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

田嶋孝安議員の登壇を願います。

田嶋議員。

○５番（田嶋孝安君） ５番、かがやき田嶋

孝安です。通告に基づきまして、一般質問を

させていただきます。

今回は、大きく二つ、市民の森についてと

電子入札についてであります。

まずは一つ目として、市民の森についてで

す。

現在、先行きの見えないコロナ禍に伴い、

生活スタイルや社会情勢が大幅に変化してき

ています。そのような中にしても変わらない

のは、私たちの活動資本となる体の健康を維

持し、新しい未来に向け、生活持続していか

なくてはならないと考えます。

市民が健康でいることは、このまちの活性

に不可欠であり、少子高齢化社会に向かって

いる昨今において、健康寿命の延伸につなげ

ることは、市の財政にも大きく関わることで

あると考えます。高齢化社会に向けた政策を

今から打ち出していくことは、これから先の

時代を受け継ぐ子供たちのためにも、未来に

向けた投資につながるのではないかと感じま

す。

併せて、少子化時代の未来を担う子供たち

が、このまちで元気に遊び、スポーツなどを

通して、友達や仲間とのたくさんの思い出を

つくり、過ごすことは、三沢を愛する心につ

ながっていくのではないかと感じます。その

子供たちは、学業などで親元の地・三沢を離

れ暮らしていても、思い出のある三沢、育っ

た三沢に帰りたいと思えるまちづくりを考え

ていかなくてはいけないと思います。

三沢市は、平均寿命が全国平均を下回る現

状を改善するため、市は早世の減少と健康寿

命の延伸を目指す第２次健康みさわ２１計画
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を策定し、２０１５年４月２５日に三沢市国

際交流教育センターで三沢市健康都市宣言大

会が行われました。その冒頭の中で「私たち

の願いは、豊かな自然環境のもと、すべての

市民が、共に支え合い、健康で助け合うまち

の実現です」という内容が述べられておりま

す。とても共感する内容です。

そこで、次代を見据える中で、小川原湖に

面し、小田内沼や温泉、ゲートボール場、趣

味の家、オートキャンプ場、運動場などを有

した三沢市民の森は、とても重要性を持って

いるのではないでしょうか。現在、各指定管

理者の下、利用しやすく整備がされており、

利用する皆様にとっても期待の高まる場所で

はないかと感じます。

また、全国的にも自然に囲まれている場所

において、ワーク（労働）、バケーション

（休暇）を組み合わせた造語で、観光地やリ

ゾート地でリモートワークを活用しながら、

働きながら休暇を取る過ごし方、ワーケー

ションなど、当市でも期待される場所ではな

いかと感じる中において、さらなる利用促進

に向け、すばらしい自然を有する市民の森を

整備していく必要があるのではないかと感じ

ます。

特に、中でも小田内沼南面に面したあずま

やなどがある広場や、遊歩道、野球場、総合

運動場、テニスコート、多目的芝生広場な

ど、三沢市民の森は、豊かな自然を持った市

民の健康増進を図る場所として重要な拠点で

はないかと考えます。

また、基地住民の方々の利用も見られる中

で、さらに基地住民にも利用しやすくしてい

く必要性もあると感じます。

そこで４点伺います。

①三沢市民の森の展望について伺います。

②自然を生かした健康増進の拠点として整

備する考えがないか伺います。

③多目的芝生広場の活用を増やすため、芝

生面を広げる考えがないか伺います。

④基地が隣接しており、基地住民にも利用

しやすくする考えはないか伺います。

二つ目として、電子入札についてですが、

先ほど質問でも述べましたが、コロナ禍の

中、リモートワークや判こレスをはじめとし

て、生活スタイルが大きく変化する中で、デ

ジタル化なども大きく進もうとしている環境

にあります。やれることから進めていくとい

う考えを持ち、時代の変化に対応していくこ

とが必要とされているのではないでしょう

か。

青森県では、電子入札について平成１８年

９月に制定され、運用しております。三沢市

内業者も利用していることから、事務の効率

化や時間的制約が解消されることなどを考慮

し、電子入札システムの運用も必要ではない

かと考えます。

また、今回、この質問に至った経緯の中

で、入札室の中ではコロナ対策は取れている

と伺いつつも、入札前の待機場所においては

密になり、さらには会話ができる点を踏ま

え、感染が考えられるのは入札室内ではな

く、待機場所になってくるのではないかと心

配の声を伺ったことからです。

この質問を機に、対策が取られることを期

待しておりますが、デジタル化時代において

様々な内容に対して新しい対応を進めること

により、もしロックダウンが起きたときなど

においても、契約の履行を進めることができ

るのではないかと感じます。

そこで伺います。

①電子入札を導入する考えがないか伺いま

す。

以上になります。よろしくお願い申し上げ

ます。

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの田嶋

孝安議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの田嶋議

員の質問の三沢市民の森についての第１点

目、三沢市民の森の展望については私から、

そのほかにつきましては総務部長及び経済部

長からお答えをさせますので、御了承くださ
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い。

三沢市民の森については、自然環境を生か

した観光、保健体育施設及び教育施設の充実

を図り、公共の福祉に増進するため、運動施

設関係では昭和５０年に野球場、昭和５２年

に陸上ホッケー場、通称多目的芝生広場、昭

和５４年にテニスコート及び総合運動場を整

備しております。

また、小田内沼周辺においては、遊歩道を

整備して、市民の森に生息する貴重な動植物

に触れる場として、平成元年にあずまやや藤

棚等を設置しております。

現在、市民の森に所在する施設について

は、整備から４０年以上経過した施設が多く

なっていることから、総合運動場を含む市民

の森全体について、優先順位を検討し、整備

を進めているところであります。

今後におきましても、利用者の声や施設管

理者からの意見を聴取し、安全性や利便性を

考慮し、整備を実施してまいりたいと考えて

おります。

私からは、以上です。

○議長（小比類巻雅彦君） 経済部長。

○経済部長兼新型コロナウイルス感染症対策

支援室長（関 敏徳君） 三沢市民の森につ

いての第２点目、自然を生かした健康増進の

拠点として整備する考えがないかについてお

答えいたします。

現在、市民の森では、体育施設や教育施設

のほかに、遊歩道として六つの散策コースを

整備しております。散策コースは、小川原湖

に沈む夕日が一望できる全長４４０メーター

の夕映えの径、小田内沼の水辺の豊かな生態

系を感じることができる全長１,２６０メー

ターの湖畔の径、秋にはもみじの紅葉を楽し

むことができる全長７００メーターの紅葉の

径など、多種多様なコースを整備しておりま

す。

利用者それぞれの体力や季節に合わせて

コースを選ぶことができ、令和元年度におい

ては年間８,０５４人が利用しております。

今後におきましても、安全に散策できるよ

うに遊歩道の整備を継続するとともに、市民

の皆様の健康増進につながるよう、より一層

周知を図ってまいりたいと考えております。

次に、第３点目、多目的芝生広場の活用内

容を増やすため、芝生の面積を広げる考えは

ないかについてお答えいたします。

通称多目的芝生広場については、昭和５０

年、当初は陸上ホッケー場として整備されま

した。しかしながら、陸上ホッケーの全国大

会のルールが芝生から人工芝の使用へと変更

されたことにより、現在はサッカーやラグ

ビーの練習、フリスビードッグ公式戦、ある

いは休息の場として多目的に活用されており

ます。

現状といたしましては、利用者が重複して

利用できないような状況にはないことから、

多目的芝生広場の拡張は考えておりません

が、利用状況に応じて検討してまいります。

今後におきましては、まずは利用者が利用

しやすい施設となるように、備品整備等を

行ってまいりたいと考えております。

次に、第４点目、基地が隣接しており、基

地住民にも利用しやすくする考えはないかに

ついてお答えいたします。

現在、市民の森の利用者は、主に日本人と

なっており、少数ではあるものの米軍関係者

の利用もあります。

市といたしましては、三沢市民の公共の福

祉を増進するために整備した施設ではありま

すが、三沢市が掲げる基地との共存共栄の観

点から、外国人に対しても特に制限なく利用

していただいているところであります。

外国人利用者からの意見として、トイレの

洋式化を望む声が届いていることから、市と

いたしましてもトイレの改修について検討を

行っているところであります。

今後におきましては、外国人のみならず、

高齢者や子供、障害者等の全ての人が使いや

すい施設になるよう、安全性を優先しなが

ら、利便性についても考慮して整備・運営し

てまいりたいと考えております。

以上でございます。
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○議長（小比類巻雅彦君） 総務部長。

○総務部長（田面木るり子君） 御質問の第

２点目、電子入札についてお答えいたしま

す。

電子入札は、従来の紙による入札案件情報

の入手や開札までの一連の行為をパソコンな

どの端末を利用し、電子的に入札事務を実施

するシステムであり、参加する事業者が入札

会場に集まることなく入札を執行することが

できます。

そのようなことから、事務の効率化や時間

的制約の解消に効果があり、特に遠方の事業

者に対して有効なシステムであると考えられ

ます。

一方、電子入札は、市と事業者間の通信に

インターネットを利用するため、事業者にお

いては高度なセキュリティー対策が必要であ

り、さらに当市においても対応するシステム

を導入する必要があることから、双方におい

て相応の費用や事務的な負担が生ずることと

なります。

また、市では、市内中小企業の受注機会の

創出に努めているところであり、発注案件の

多くが市内事業者向けとなっていることか

ら、入札に参加するための移動時間が短く、

事業者の時間的制約は比較的少ないのが現状

であります。

しかしながら、今般のコロナ禍のような社

会情勢の変化に適宜対応する必要があると考

えられることから、御提案の電子入札の導入

につきましては、今後求められるデジタル化

に向け、有効な入札の実施となるよう調査・

研究してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 田嶋議員。

○５番（田嶋孝安君） 御答弁、ありがとう

ございました。

今、最後に御回答いただいた電子入札につ

いてでありますが、本当にこのコロナ禍を考

えたときには、非常に行政を止めることなく

進めていくという観点からも、必要性が大き

くなってくるのではないかなというように感

じておりますので、ぜひとも調査・研究しな

がら、前向きな方向性を持っていっていただ

ければと思います。電子入札に関しては、再

質問はありません。

それでは、１点目の市民の森の中で再質問

をさせていただきたいと思います。

市民の森の、先ほど御回答をいただきなが

らも、やはり４０年経過して、そしてまずは

細かに修理等などもしながら進めてこられて

きているというような状況もあるようであり

ますが、大きくやはり必要性といいますか、

修理といいますか、何か手をかけていかなく

てはいけないものが出てきているのではない

かというように感じますが、そんな中で、

今、この市民の森の施設において、計画的に

早急に進めるなり、考えていかなければいけ

ないようなものがあるのであれば、御回答い

ただければと思います。

よろしくお願いいたします。

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。

経済部長。

○経済部長兼新型コロナウイルス感染症対策

支援室長（関 敏徳君） まず先に、先ほど

の第３点目の多目的広場、芝生広場の中の回

答の中で、芝生広場が昭和５０年に陸上ホッ

ケー場で整備されたと回答いたしましたが、

５２年の間違いでしたので、訂正しておわび

申し上げます。

それでは、ただいまの再質問の具体的な整

備計画についてお答えいたします。

現在、市民の森の施設においては、整備計

画を進めているのが、野球場のバックネット

の改修でございます。今年度は、バックネッ

トの老朽度調査を実施しておりまして、今

後、実施設計、改修工事を進めていきたいな

と考えております。

また、先ほど回答の中にもございました

が、管理棟のトイレの洋式化もできれば実施

していきたいなと、早めにですね、考えてお

ります。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 田嶋議員。
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○５番（田嶋孝安君） 御答弁ありがとうご

ざいます。

野球場のバックネットということで、一応

調査もされていたということですが、本当に

先ほどの御回答の中でもありましたけれど

も、やはり安全性という面に対して、補いな

がら市民の皆さんが使っていけるような状態

というのをつくっていかなければいけないと

思いますので、いろんな場所場所が出てきて

いるようにも感じますので、どうぞ調査を進

めながら、そういった内容に関して修繕なり

を進めるようにしていただければと思いま

す。再々質問はありません。

２番につきましても、この場所に対しての

三沢市の思いというものを感じさせていただ

きました。本当にこの場所、もったいない

な、本当に市民の健康増進につなげられる場

所、今、このコロナ禍だからこそ、ストレス

社会が増える中でも重要性がある場所なので

はないかというように感じます。ぜひともこ

の場所をいい形に持っていきながら、整備の

ほうを進めていただければと思います。２番

については、再質問はありません。

３番につきましてですが、その前に４番に

つきましても、私が市民ではなくて基地住民

の方が利用している姿を見ながらも、あそこ

の場所って、何か国際交流という部分では南

山もありますが、しかしながら、あそこの市

民の森についても、国際交流の場としても使

える場所なのではないかというように感じま

すので、ぜひとも使いやすい状況に持って

いっていただければと思います。４番も再質

問はありません。

３番につきましてであります。本当に備品

等の整備というお話もいただきました。ま

た、芝生を広げるに当たって、やはりその利

用がなければ広げる内容ではない、そのよう

にも確かに感じます。ただ、備品のお話をい

ただいている中にしても、例えば聞いている

中でいくと、サッカーゴールはある、ただ、

サッカーゴールはあるにしても、大人向けの

サッカーゴールはあったとしても、小学生な

どが使う小さなサッカーゴールはない。そん

なようなことなどを伺う中にしても、やはり

あのきれいに整備された芝生を使って子供た

ちに思い切りスポーツを楽しんでもらいた

い、そんなようなことを感じます。

そんな中にして、備品の整備ということも

挙げていただいてはおりますが、そういった

子供たちに向けた備品を増やすということに

関して考えがあるかにつきまして再質問させ

ていただきます。よろしくお願いいたしま

す。

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。

経済部長。

○経済部長兼新型コロナウイルス感染症対策

支援室長（関 敏徳君） ただいまの備品整

備についての再質問についてお答えいたしま

す。

現在予定している備品については、利用者

から、先ほど議員のほうからもお話がありま

したが、要望が多いサッカーゴール、それら

の購入を現在検討しておりまして、大人用、

子供用、両方を考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、田嶋孝

安議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。舩見

昌功議員の登壇を願います。

舩見議員。

○３番（舩見昌功君） ３番、市民クラブの

舩見昌功でございます。通告に従いまして、

質問に入らせていただきます。

ＬＧＢＴＱ、いわゆる性的マイノリティー

とされる方々への理解と支援についてお伺い

いたします。

近年、国内外を問わず、企業の雇用や政策

の分野で、ダイバーシティーや多様性という

言葉が盛んに用いられております。この言葉

は、年齢、性別、国籍などの違いのほか、

個々のあらゆる次元の属性を示しており、女

性の積極的な社会進出や人種差別の撤廃など

を進めることで、社会的なマイノリティーの

立場にある方々を尊重し、多様な価値観を認
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めるといった考え方を表しております。

そのような中、ＬＧＢＴＱ、いわゆる性的

マイノリティーについても議論される機会が

増え、社会的認知度も高まってきておりま

す。

ＬＧＢＴとは、レズビアン・女性の同性愛

者、ゲイ・男性の同性愛者、バイセクシャ

ル・両性愛者、トランスジェンダー・性自認

が身体の性と異なるもの、それぞれの頭文字

を組み合わせた言葉であり、ＬＧＢＴＱと

は、セクシャルマイノリティー、性的マイノ

リティーの総称として使われております。

メディア等では、性的指向と性自認の多様

な在り方や当事者をＬＧＢＴや性的マイノリ

ティーという単語で表しておりますが、ＬＧ

ＢＴという言葉や表現にも、様々な考え、問

題があることから、どちらの単語も適切では

ないと考えます。

そこで、性的指向と性自認、ジェンダーア

イデンティティーという概念を表す国際的な

表現で、ＬＧＢＴＱのみならず全ての方々の

性のありように関しての名称であるＳＯＧＩ

（ソジ）がありますが、残念ながら浸透して

いないため、今回の質問で私は、いわゆる性

的マイノリティーとされる方々との表現を用

います。

なお、ＳＯＧＩ（ソジ）は、ＬＧＢＴＱに

代わる新しい性的マイノリティーの総称では

ありませんので、ＳＯＧＩの人といった言い

方は誤りです。ＳＯＧＩへの嫌悪を理由とし

た差別や偏見の解消や、ソジハラスメントと

いう使い方になります。

さて、いわゆる性的マイノリティーとされ

る方々は、厚生労働省やＷＨＯにより、同性

愛が治療という概念に該当しない性的指向と

医学的に位置づけもされており、株式会社Ｌ

ＧＢＴ総合研究所が令和元年に全国の２０歳

から６９歳の方々約４２万人を対象に実施し

たスクリーニング調査によると、ＬＧＢＴ、

性的少数者に該当する方は約１０.０％とい

うデータがございます。

平成３０年４月に東京で開催された性的マ

イノリティーによるパレードイベント、東京

レインボープライドには、多くの民間企業や

団体を含め約１４万人の参加があり、性的マ

イノリティーの認知度向上に向けた動きが高

まってきております。また、青森市で開催さ

れている同様のイベント、青森レインボーパ

レードは、今年度で第７回目を数えました。

しかしながら、性的多様性は、当事者以外

は気づきにくく、お互いのコミュニケーショ

ンが取れていないことは珍しくありません。

いわゆる性的マイノリティーとされる方々の

存在を抽象的には分かっていても、性の多様

性についていまだに偏見があります。

多様な性の一つでしかない異性愛や身体的

性別と性自認が一致している方々が当たり前

とされてきたことによって、いわゆる性的マ

イノリティーとされる方々は、社会生活を送

ることが困難な場合があり、当事者がカミン

グアウトしにくい社会であり、生活面で見え

ない差別もあります。

また、社会の中で、職場や学校で様々な課

題にも直面されております。

世田谷区や三重県伊賀市、兵庫県宝塚市な

どは、同性パートナーシップ証明制度を導入

開始するなど、生活を共にする同性カップル

を夫婦と同じような関係として認める取組が

多くの自治体で広がってきており、青森県弘

前市では、令和２年１２月、今月に東北では

初の導入予定であります。

文部科学省は、平成２７年４月に、ＬＧＢ

Ｔの児童生徒についての配慮を求める通知を

全国の小中高校に出しました。そして翌年、

平成２８年４月に、性同一性障害や性的指

向、性自認に係る児童生徒に対するきめ細や

かな対応等の実施についてとして、教職員向

けの周知及び研修資料が発出されました。

本市の小中学校での相談体制や人権教育の

一環として、ＬＧＢＴＱについての正しい知

識を児童生徒が身につけることが必要と考え

られます。

偏見や差別から、学齢期にはいじめやから

かいの対象となり、将来の職業や生き方のモ



― 21 ―

デルとなる先輩の姿が見えないこと、青年期

には就職困難や職場でのハラスメント、アウ

ンティング・暴露されたり、住宅入居などで

は差別があること、高齢期以降も同性パート

ナーは病院でも家族として扱われず、法的保

障がないことなど、人生全般にわたり生きづ

らさが付きまといます。

また、小檜山市長の掲げます「マニフェス

トｎｅｘｔ２０２３」では、「共生社会の浸

透 誰もが生き生きと暮らせる社会へ」の中

で、「障害のあるなしにかかわらず暮らしや

すい共生できる地域社会の構築を進め、さら

に国籍・年齢・性別・価値観・宗教の違いを

互いに認め合う心のバリアフリーを推進しま

す」とあるように、いわゆる性的マイノリ

ティーとされる方々だけではなく、生きづら

さを感じている方々の不安な思いを少しでも

軽減・解消し、全ての方々が自分らしく生き

られる社会、三沢市にするためにも、しっか

りと理解を深め、困難を抱える人には寄り添

い、支援をすることが必要と考えます。

そこで、５点お伺いいたします。

１点目は、本市はＬＧＢＴＱ、いわゆる性

的マイノリティーとされる方々への配慮をど

のようにお考えかお示し願います。

２点目は、本市職員への研修等を通じ、正

しい知識と適切な対応の習得や、意識啓発な

どを行っているのか。また、市民の方からの

相談窓口や電話相談などの体制が整っている

のかお示し願います。

３点目は、ＬＧＢＴＱ、いわゆる性的マイ

ノリティーとされる方々に係る幅広い理解が

広がり浸透するよう、市として市民への広報

活動などを推進するなどの施策をする考えが

あるのかお聞かせください。

４点目は、パートナーシップ宣誓制度や条

例制定についてのお考えはないのかお聞かせ

ください。

最後、５点目、ＬＧＢＴＱ、いわゆる性的

マイノリティーとされる方々に対する正しい

知識と理解は、差別や偏見、いじめを起こさ

ないために児童生徒の年齢や実態に応じた適

切な学習機会を設けることが大変重要でござ

います。そこで、学校教育現場での取組につ

いてお聞かせください。

以上、５点についてお伺いいたしまして、

壇上からの質問を終わります。御答弁のほ

ど、よろしくお願いいたします。

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの舩見

昌功議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの舩見議

員の御質問の行政・福祉・教育問題の第１点

目、ＬＧＢＴＱ、いわゆる性的マイノリ

ティーとされる方々への配慮については私か

ら、そのほかにつきましては教育長並びに政

策部長からお答えをさせますので、御了承願

いたいと思います。

ＬＧＢＴＱとは、同性愛者、両性愛者、性

同一性障害など、性の多様な在り方を示す呼

称であり、性の多様性や性的少数者の方々に

対し、偏見や差別的な対応がないように人権

を尊重し、権利を守る取組が全国の自治体に

おいて広がっているところであります。

先進的な事例を見ますと、性別記載例の見

直しや市営住宅、市立病院での同性パート

ナーの対応、コミュニティースペースの設

置、トイレ、更衣室の配慮などがあります。

当市におきましては、これまで性的マイノ

リティーとされる方からの相談等の実績がな

く、生活実態についても把握できていないこ

とから、現時点で配慮に係る取組がなされて

いないというのが現状であります。

今後におきましては、関係団体等から意見

を聞くなど情報収集に努め、正しい知識と認

識を深める啓発活動を実施するとともに、来

年度に改定を予定している男女共同参画計画

であるみさわハーモニープランの中で明確に

位置づけ、全ての人の人権が尊重されるよう

な社会の実現に向けて取り組んでまいりたい

と考えております。

私からは、以上です。

○議長（小比類巻雅彦君） 政策部長。
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○政策部長（佐々木 亮君） 行政・福祉・

教育問題の第２点目、職員研修や意識啓発、

相談体制についてお答えいたします。

市職員におきましては、全ての市民の視点

に立ち、新たな課題や困難な事例に対して

も、固定観念に捉われず行動することが必要

であり、性的マイノリティーの当事者への対

応につきましても同様で、正しい知識と認識

の下に当事者が直面している困難を理解する

姿勢がとても重要であると考えております。

職員研修につきましては、昨年１１月に職

員を対象とした研修を開催し、約５０名の職

員が参加してＬＧＢＴＱに関する理解と意識

啓発に努めたところであります。

また、相談体制に関しましては、市民活動

ネットワークセンター内において、月２回実

施している人権困り事相談所にて９名の人権

擁護委員が交代で全ての人権相談に対応して

いるところであります。

また、人権啓発活動としまして、年２回、

市内のショッピングセンター前の街頭におい

て啓発物品の配付や、三沢まつりの中日に人

権パレードも実施しているところでございま

す。

今後におきましても、広報みさわやマック

テレビ等を効果的に活用して、人権相談の周

知を図りながら市民を対象としたセミナーの

開催など、新たな取組についても実施してま

いりたいと考えております。

次に、御質問の第３点目、市民への広報活

動など、ＬＧＢＴＱ、いわゆる性的マイノリ

ティーとされる方々への支援についてお答え

いたします。

現在、当市においては、性的マイノリ

ティーとされる方々への支援が具体化された

計画がないことから、来年度に改定を予定し

ている第３次みさわハーモニープランの中に

性的マイノリティーとされる方々への支援策

を盛り込む方向で準備を進めているところで

あります。また、支援に当たっては、まずは

全ての人が正しい知識と認識を持って理解を

深めていくことが必要であり、そのためにも

自己啓発や職員研修をはじめ、市民への啓発

活動を実施していくことが重要であると考え

ております。

今後におきましても、性的マイノリティー

とされる方々への正しい知識と認識を広める

ため、インターネット等を活用して、誰でも

気軽に相談できる仕組みづくりや、市民向け

のセミナーを開催するなど、積極的に取り組

んでまいりたいと考えております。

続きまして、御質問の第４点目、パート

ナーシップ宣誓制度や条例制定についてお答

えいたします。

パートナーシップに関する制度や条例につ

きましては、地方自治体が同性カップルに対

して、二人のパートナーシップが婚姻と同等

であると承認し、自治体独自の証明書を発行

するなどの取組であります。これは、法律上

の効果を生じさせるものではなく、性の多様

性や性的少数者の方々に関する理解と共感を

広げることで、生活する上での困り事や生き

づらさを解消し、社会参加を促進することが

大きな目的となっております。

当市といたしましては、まず多くの方が正

しい知識と認識を持てるような啓発活動やセ

ミナー開催などに重点的に取り組んでまいり

たいと考えております。その上で、性的マイ

ノリティーとされる方々の実態を把握し、ど

のような支援が必要であるかを検証して、第

３次みさわハーモニープランの中で明確に位

置づけ、具体的に取り組んでまいりたいと考

えております。

いずれにいたしましても、性的マイノリ

ティーとされる方々が生活する上で、行政

サービスや公共施設の利用、市立病院を受

診、入院する際など、様々な場面においての

課題を精査しながら、全ての人が制限を受け

ることなく、お互いに尊重し合い、心も体も

豊かに生活できる共生社会の実現に向けて、

鋭意取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 教育長。
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○教育長（冨田 敦君） 御質問の第５点

目、学校教育での取組についてお答えをいた

します。

学校には、様々な困り感を感じている配慮

を要する児童生徒がおります。個々の児童生

徒の状況に応じ、学級担任や学年主任のほ

か、養護教諭、スクールカウンセラー、心の

教室相談員等が、児童生徒の求めに応じて教

育相談を行い、悩んでいることや困っている

ことなどを受け止め、よき理解者となるよう

最大限に努力しているところであります。

現在は、ＬＧＢＴＱを含む多様な性のこと

で配慮を要する児童生徒は確認されておりま

せんが、今後存在する可能性があります。そ

のような場合は、本人及び保護者の困り感を

聞き、学校生活上の配慮すべき事項を確認し

ながら、児童生徒本人や保護者の心情に寄り

添う対応を行い、円滑な学校生活を送れるよ

う最大限の配慮をしてまいります。

学校における多様な性の理解については、

教育活動の中で児童生徒の発達の段階に応じ

て、道徳、学級活動及び保健体育等の教科を

中心に指導しております。現在使用の教科書

には、ＬＧＢＴＱ等の言葉は掲載されており

ませんが、人権尊重の立場に立った思いやり

の心や多様な個性を認め合うことの大切さを

学び、いじめや差別を絶対に許さないという

気持ちを持つことができるよう、日頃から指

導しているところであります。

また、教職員については、今年１月に各学

校の養護教諭と保健主事を対象として、ＬＧ

ＢＴをテーマに研究を行いました。研修を受

けた教職員が中心となって、校内での周知を

行い、相談窓口として対応を図れるよう学校

と連携を深めてまいります。

教育委員会といたしましては、全ての児童

生徒が安心して学校生活を送ることを第一に

考え、学校のみならず、家庭、地域、そして

関係機関等との連携を深め、共生社会創生の

基盤づくりという視点も大切にして、学校教

育の充実に努めてまいりたいと考えておりま

す。

以上でございます。

○議長（小比類巻雅彦君） 舩見議員。

○３番（舩見昌功君） 御答弁、ありがとう

ございました。

全体的に、今までＬＧＢＴＱ、いわゆる性

的マイノリティーとされる方々については、

配慮等を含め、今後、第３次三沢市のハーモ

ニープランの策定のときに、しっかりと情報

収集に努め、策定にしっかりとプランを盛り

込んでやっていきたいと強く思いました。

また、人権や困り事相談等でも、まだ相談

がないとおっしゃられましたけれども、必ず

このような方々は存在しますし、そのような

方々だけではなくて、生きづらさを感じてい

たり、不安を感じている方々、少しでもその

思いを軽減されて、解消されていって、住み

やすい三沢市になることを強く思いました。

また、学校現場でも、確認はされてはいな

いと思いますが、多動とか学習障害の子供も

増えております中、そういう児童生徒にも、

また、保護者のほうからの相談等も受けやす

い学校の教育環境とか雰囲気づくりに努めら

れていただければと思います。

また、市営住宅への入居等につきまして

も、ハーモニープランのほうで含めて実行さ

れていきたいと思います。

全部においての再質問はございません。

以上です。

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、舩見昌

功議員の質問を終わります。

この際、午後１時まで休憩します。

午前１１時２５分 休憩

────────────────

午後 １時００分 再開

○議長（小比類巻雅彦君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

ここで、議長を交代します。

○副議長（瀬崎雅弘君） 議長を交代しまし

た。

それでは、一般質問を次に移ります。

小比類巻孝幸議員の登壇を願います。

小比類巻議員。
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○４番（小比類巻孝幸君） 皆さん、こんに

ちは。

議席４番、市民クラブの小比類巻孝幸で

す。通告に従いまして、一般質問をさせてい

ただきます。

はじめに、一般質問の第１点目として、

ワーケーション受入れの進捗状況について伺

います。

企業では、新型コロナウイルス感染症の拡

大予防対策として、テレワークの導入が進ん

できておりますが、環境省が今年春に、国

立・国定公園、温泉地でのワーケーション推

進事業を打ち出した背景もあり、休暇と仕事

を両立し、柔軟な働き方ができるワーケー

ションを推奨する企業も増加しております。

この動きを踏まえ、国立・国定公園を持た

ない多くの地方自治体においても、ワーケー

ション関連の施策として、補助金、助成金を

整備し、誘致を行っています。その内容は、

その土地ならではの暮らしを体験できたり、

環境活動やボランティアといった企業の社会

的責任であるＣＳＲ活動をその地で行うな

ど、様々な趣向を凝らすことによってワー

ケーションを観光振興にとどめるのみではな

く、移住・定住や企業誘致につなげる意識が

強く見られます。

我が三沢市でも、小川原湖湖畔の空き家を

利用し、首都圏や大都市圏からの利用者を

ターゲットにしたワーケーション、テレワー

ク受入れ事業を検討しておりますが、その事

業の具体的な内容と準備状況がいまだ見えて

きておりません。

全国的な新型コロナウイルス感染者増加の

中で、今すぐの実施は難しい状況ではありま

すが、適切な時期の実施に向けて、しっかり

と準備を整えなければなりません。自粛に疲

れ切った都会の人々に足を運んでいただき、

三沢市の文化を満喫しながら、仕事も遊びも

充実して過ごしていただければ、この三沢市

を安心、快適に生活できる地域として強く印

象づけることができ、移住や地方拠点進出の

場として選んでいただけることにつながると

思います。そのためには、三沢市の自治体、

受入れ施設、農業、漁業などの地域産業が連

携して、この土地ならではの資源を生かした

サービスなど、特色のある受入れ態勢を構築

することが必要だと考えます。

そこで、三沢市におけるワーケーション受

入れの状況及び活性化に向けての計画につい

てお伺いいたします。

続きまして、２点目、新産業創造支援セン

ターの活用について伺います。

三沢市所有の新産業創造支援センターは、

地域産業の振興を目指し、高度な技術を有す

る研究開発型企業及び新商品開発事業を展開

する企業を支援、育成するため、２０１５年

７月に落成いたしました。当初は、先端的炭

素繊維複合材料の開発など、航空機産業につ

ながる事業創出が期待されていましたが、令

和２年度現在、利用企業は１社にとどまって

おり、期待されたような結果が得られていな

い状況です。

炭素繊維複合材料は、航空機の機体などの

構造材料のみならず、電子材料や地球規模の

問題である温暖化対策につながる省エネル

ギー分野でも主力となる可能性が高い材料で

すが、実用化にはまだまだ研究が必要な未来

の材料であり、この開発自体は主要事業とし

て三沢市が今後も長い目で育成していただき

たいと思います。

では、なぜこのような魅力のある事業を募

集しているにもかかわらず、新産業創造支援

センターが活用されないのか。三沢市が今後

も産業支援を継続していくならば、その理由

をしっかり検証し、利用しやすい環境に改善

する必要があると考えます。

新産業の分野は、時代や社会状況によって

刻々と変化しており、その支援の形も定期的

に見直さなければなりません。

改善点としては、支援・育成分野の拡大が

挙げられます。例えば、迅速な整備が必要と

されているＩＣＴ分野や、地域の課題となっ

ている廃棄物を未利用資源として活用する事

業などに育成分野を広げてはどうでしょう
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か。はじめは小さなベンチャー企業であって

も、そのイノベーションと将来性を正しく評

価して育成することができれば、三沢市の特

色産業として育つものと思います。

次に、企業育成体制の再構築が必要だと考

えます。企業が新規事業を立ち上げるときの

ハードルとして、専門知識を持った人材の確

保及び研究設備の準備が難しい点が挙げられ

ています。そのため、事業運営や資金確保、

特許取得などに精通した民間コンサルタント

や、試験・研究能力にたけた基礎研究機関と

協定を結んで、新規事業に挑戦するために必

要なサポートとなる人的態勢を提供すること

ができれば、挑戦的意識の高い企業にとって

大きなメリットとなり、企業が三沢市を選ぶ

大きな要因となるはずです。

そこで、新産業創造支援センターの今後の

運用計画について、三沢市の考えをお答え願

います。

以上で私の一般質問を終わらせていただき

ます。御答弁のほどよろしくお願いいたしま

す。

○副議長（瀬崎雅弘君） ただいまの小比類

巻孝幸議員の質問に対する当局の答弁を求め

ます。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの小比類

巻議員の質問のワーケーション受入れの進捗

状況については私から、新産業創造支援セン

ターの活用につきましては副市長からお答え

をさせますので、御了承願います。

御承知のとおり、ワーケーションとは、仕

事、すなわちワークと休暇・バケーションを

組み合わせた造語であり、観光地等におい

て、休暇を楽しみながらテレワークをすると

いう新しい働き方のことであります。

当市のワーケーションに関する取組といた

しましては、今般の三沢―羽田便の４便化を

チャンスと捉え、市の中心街から近いという

三沢空港の立地上優位性と小川原湖などの自

然や美しい景観を大きなアピールポイントと

して、首都圏等の企業に向けて情報発信を

行っていく予定でありましたが、新型コロナ

ウイルス感染症拡大の影響を受けて、今年度

の事業実施は見送ったところであります。

今後の取組方針につきましては、テレワー

クやワーケーションを行う方の移住・定住促

進を図るため、去る１１月４日に庁内の関係

部署で組織いたしましたテレワーク等検討グ

ループにおいて、アフターコロナを見据えた

受入れ態勢や支援策等について検討すること

としております。

いずれにいたしましても、新型コロナウイ

ルス感染症の影響でテレワークが普及し、地

方移住への関心が高まっていることから、当

市の強みを生かした受入れ態勢や支援策等を

検討し、その取組をテレワークやワーケー

ションを導入している企業や個人事業者等に

対して積極的にＰＲしていくことで、関係人

口の拡大創出を図るとともに、移住・定住及

び企業誘致の促進につなげてまいりたいと考

えております。

私からは、以上であります。

○副議長（瀬崎雅弘君） 副市長。

○副市長（米田光一郎君） 新産業創造支援

センターの活用についてお答えいたします。

三沢市新産業創造支援センターは、御質問

にあったとおり、高度な技術を有する研究開

発型企業及び新商品開発事業を展開する企業

を支援、育成することにより、当市産業の振

興及び地域住民の福祉の向上を図ることを目

的に、平成２７年、西暦で言いますと２０１

５年に県の所有する旧八戸工科学院三沢校を

買い受けて、整備を行い運用を開始した施設

でございます。

当センターでは、主に１階部分を地域住民

の福祉向上を図ることを目的としたコミュニ

ティースペースとして、２階部分を研究開発

型企業及び新商品開発事業を展開する企業を

支援、育成するためのインキュベーションス

ペースとして活用し、航空機産業の集積につ

ながることが期待される炭素繊維複合材料の

開発をはじめ、様々な研究開発の利用に供さ

れ、これまで合計９社、最盛期には事務室９
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ルームのうち８ルームがインキュベーション

目的で活用されておりました。

しかしながら、国内における民間航空機産

業を巡る情勢は、先般報道されましたよう

に、旧ＭＲＪ・三菱スペースジェットの開発

プロジェクトが事実上の凍結に至るなど、国

内における航空機産業の新規開拓は非常に厳

しい状況となっております。

このような背景から、一時満室状態であっ

た当センターですが、現在の入居は１社３

ルームのみの利用状況となっております。御

指摘のあったとおり、その有効活用につい

て、早急な対応が今求められております。

一方、新型コロナウイルス感染症の影響も

あり、昨今においてはテレワークやワーケー

ションといった、ＩＣＴを活用した場所に捉

われない柔軟な働き方が注目されておりま

す。このような働き方は、ワークライフバラ

ンスの実現、多様な人材の社会参画、企業の

生産性向上、３密を防ぐ新しい生活様式に対

応した働き方など、様々な課題の解決に向け

た貢献が期待されております。

首都圏から離れ、地方に住みながら仕事が

できる環境を創出することによって、若者や

女性も含めた人々が地方で活躍できるものと

して、政府においても強く推進していくこと

としております。

このため、当市では、これまで県に対して

実施してきた重点要望について、これまでの

航空機産業の集積をはじめとする製造業に特

化した誘致活動から、ＩＴ関連をはじめとす

る多様な業種の企業誘致の促進に切り替えて

要望したところであります。

今後は、県からの御協力をいただきなが

ら、テレワーク等を含めたＩＴ系企業の誘致

を目指し、その環境づくりに努めていくこと

としております。

この取組と併せ、当センターの活用方法に

ついても、使用用途の緩和による利用者拡大

を目指し、ＩＴ系企業をはじめとする多様な

業種の使用が可能となるように、現在、条例

の改廃を含めた検討を行っているところでご

ざいます。

しかしながら、先ほど申し上げましたとお

り、当センターは県有施設の譲渡を受けて活

用しており、当該譲渡契約の際に、使用する

用途を限定することによって、減額した上で

譲り受けております。このような経緯もあ

り、当センターの利用方法、いわゆる用途指

定を変更するには、県からの承認が必要とな

りますが、県の御協力をいただきながら協議

を重ね、その活用方法が時代に合ったものに

なるよう、可及的速やかに検討してまいりた

いと考えております。

以上であります。

○副議長（瀬崎雅弘君） 小比類巻議員。

○４番（小比類巻孝幸君） 御答弁ありがと

うございました。

まず第１点目、ワーケーション受入れの進

捗状況についてですが、２点お伺いしたい点

がございます。

１点目は、ワーケーション受入れ、今年度

は見送った上で１１月４日、テレワーク検討

グループを発足して、再度、今これからの時

代に合ったテレワークの受入れを検討してい

るというお話でしたけれども、その中で１点

目、その受入れの場所、三沢市として今年度

計画していたところは、私の質問でもあった

ように小川原湖湖畔を中心としたということ

だったとちょっと私は理解しているのですけ

れども、そこを考えているのか。

私としては、やはり大都市圏から来る

方々、三沢の駅に降り立った時点で、地方に

来た、田舎に来たという雰囲気があると思う

のです。ですので、できれば三沢の駅周辺で

すとか、市街地ですとか、三沢市の中でも利

便性が高いところでのワーケーションをやっ

ていただくような方向、そういう場所も提供

できるような方向で検討していただければ、

自然豊かなというキーワードあるのですけれ

ども、やはり仕事をするときには利便性も必

要だと。いろいろなパターンを用意していた

だければいいなと思います。そういう場所の

検討はどのようにされているのか。
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もう一つ、三沢市を選んでもらう。ほかの

地域と同じような補助金ですとか、お金だけ

では三沢市を選んでもらえないと思います。

やはり三沢市のプレミアム性向上のために

は、例えば三沢に来れば、物すごく三沢には

多様な温泉の泉質の温泉施設があります。そ

ういうところのパスを出して、温泉巡りがで

きますよとか、例えば仕事を終わった後に、

ワーケーションが終わった後にＣＳＲ活動な

ど、非常に活動的な、三沢のために貢献して

くれるようなワーケーションをしてくれた会

社には、三沢の物産品、長芋ですとかニンニ

クですとか、今ホッキ貝も安くて困っている

と、生産者が困っていると、そういうものも

活用してお土産をどんと送ってあげる。そう

すると、行っていない企業の方々も、三沢に

ついて非常に関心を持ってもらえるのではな

いかと思います。そういう、ちょっと田舎的

な人の付き合い、そういうことができるよう

な施策もあると思います。

いろいろ検討していただきたいと思います

けれども、そういう三沢市のプレミアム向上

のための施策、何を考えているのか。ちょっ

とこの２点についてお答えいただきたいと思

います。

○副議長（瀬崎雅弘君） 答弁願います。

政策部長。

○政策部長（佐々木 亮君） ただいまの小

比類巻議員の質問２点についてお答えしたい

と思います。

まず、１点目の受入れの場所についてとい

うことですけれども、先ほど市長の答弁にも

ございましたように、今年度中止になりまし

たけれども、小川原湖の周辺ということを想

定しておりました。

今後につきましては、移住希望者とか、あ

とワーケーションを希望する様々な人のニー

ズに対応できるように、小川原湖畔に限定せ

ず、議員のおっしゃる駅周辺、あとそれから

空港、中心街などの候補地も含めて、テレ

ワーク等検討グループにおいて、その受入れ

態勢とか環境整備に力を注いでまいりたいと

考えております。

あともう１点目、三沢のプレミアム性向上

のために取り組む。例えば温泉チケットとい

うお話でございました。

もちろん、三沢市の強みであるものは、温

泉、それから地場産品、あと国際交流イベン

ト、それから太平洋とか小川原湖、自然を生

かした取組が可能なのかなと考えておりま

す。これらを活用しながら、温泉チケットの

配付も含めて三沢らしい支援策について、先

ほどのグループで一生懸命検討してまいりた

いと考えております。

以上でございます。

○副議長（瀬崎雅弘君） 小比類巻議員。

○４番（小比類巻孝幸君） 三沢のイメージ

アップ、また、それが移住・定住、企業誘致

につながるように、よろしくお願いいたしま

す。

次に、新産業創造支援センターの活用につ

いて再質問させていただきます。

今、副市長の御答弁のとおり、炭素繊維複

合材料の開発、これを新しいものに転換して

いくというのは非常に難しいと、県のほうの

理解も必要だというお話でした。

私は、それは堅持して、そのまま私の質問

の内容にもあったように、これから伸びる分

野です。ですので、それはそのまま保持して

おいていただきたい。それからどのように広

げることができるかというのが、やはり受入

れ企業を増やす、また三沢市の産業の分野を

増やす、それがそのためになると思いますの

で、ぜひ目的を堅持した上で広げる。

広げるというところで今お話があったの

は、ＩＴ企業を受け入れる方針ということを

言っていただきました。やはりその企業をた

だ受け入れたいといっても、ＩＴ系の企業っ

て、実は会社屋がなくても働く人がいれば、

要はその人の家でネットがつながったコン

ピューターがあれば、ソフトウエアでも何で

も、情報処理でもできてしまう。それがなぜ

三沢の新産業創造支援センターを使わなけれ

ばいけないのか。そこの重要性、そこがなけ
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れば選んでもらえない。

私は、先ほどから言っているように、試験

研究ですとか、情報系企業でも新しいことを

やろうとしたら試験研究が必要になります。

そのときの理工系の、例えば研究ができる大

学の先生とか、特許を取るときのアドバイス

をしてくれるコンサルタントですとか、そう

いうのが万全に用意されていますよと、ここ

利用してくれれば、その利用費でそういう人

たちを紹介してあげることができますよと、

また、製品化の研究費ですとか、製品化に対

する費用、これは例えば三沢市で少しばかり

の補助金を出したところでどうにもならない

ような額ですけれども、先ほど言ったよう

に、産・産業、行政の官、あとは大学研究機

関・学、この三つが連携すれば、様々な国の

何千万単位、億単位の補助金を獲得すること

ができます。

やはりその態勢をこのセンターで整えるこ

とによって、企業も進出してきやすい、進出

してこようと選べるところになると思いま

す。

ですので、ちょっと三沢市がその事業を拡

大しようとするときに、その事業に参加して

いただける企業体もしくはその研究組織、今

どういうものを整備できているのか。また

今、これからどういう態勢を取れるのか、

ちょっとそこの見通しをお伺いしたいと思い

ます。

よろしくお願いいたします。

○副議長（瀬崎雅弘君） 答弁願います。

副市長。

○副市長（米田光一郎君） 小比類巻議員の

再質問にお答えいたします。

この当センターの活用のために、産・官・

学の連携が必要だと、そういう態勢があるの

かということでございますが、平成２８年７

月に、八戸工業高等専門学校と連携協定を結

んでおります。その協定がまだ有効でありま

すので、その中で三沢市のほうからこういう

のをやってほしいということがあれば、前向

きに検討していただける状況にあります。

それと、平成３０年３月に、八戸学院大学

及び八戸学院大学短期大学部とも包括的な連

携協定を締結しております。こちらは、産業

に特化したものではございませんが、中で有

する治験とか研究開発の成果があれば、三沢

とも共同してやっていけるように協定上に

なっておりますので、これらを活用しながら

今後もやっていきたいし、また、ほかの研究

機関からもオファーがあれば、積極的に受け

入れたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（瀬崎雅弘君） 以上で、小比類巻

孝幸議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。奥本

菜保巳議員の登壇を願います。

奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） 日本共産党奥本菜

保巳でございます。

それでは、農業問題、福祉問題、教育問題

について、順を追って一般質問をさせていた

だきます。

まず第１の質問、農業問題について伺いま

す。

今日、地方の１次産業における農業の現状

は、これまで農産物の自由化を進める国の政

策により、農業が膨大な影響を受け、農業就

労人口の減少、高齢化、担い手・後継者不足

など、多くの課題を抱えることになりまし

た。

農業の問題は食の問題でもあり、人間は食

べなければ生きていけないことから、命を守

る大切な産業です。そして、地域の経済や雇

用、コミュニティー、多面的機能を持ち、自

然環境を維持する側面もあります。

三沢市においても、基幹産業である農業を

持続・発展させるために、課題解決にさらな

る取組が必要であると考えます。

国や県では、様々な農業への振興策、支援

策が掲げられております。政府は、ＴＰＰ、

ＦＴＡ、ＥＰＡ、ＲＣＥＰなど、自由貿易協

定による影響を鑑み、安い農産物の輸入拡

大、関税削減による価格競争への対策とし
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て、農地の集約化、農業の大規模化や法人化

を推進する政策を打ち出しております。

また、米の消費の減少による米余りから、

減反政策を推し進め、米農家が経営を続けて

いけない状況も生まれています。米の余剰分

は、本来、価格保障で守るべきであり、コロ

ナ禍でさらに米が余っている中でも、アメリ

カからミニマムアクセス米を輸入するという

政府の対応には、納得がいきません。

日本では、家族農業や小規模農家が主流で

す。幾ら大規模化を進めたとしても、農地面

積ではアメリカなどの広大な面積を持つ大規

模農家に太刀打ちできるわけがありません。

安い農産物が大量に輸入されれば、作っても

採算が取れず、ますます農業離れに拍車がか

かるのではないでしょうか。しっかりと対策

を取らなければならないと思います。

自国の農業を守ることは、安全保障の観点

からも、食料主権の観点からも、当たり前の

ことではないでしょうか。

国連では、持続可能な農と食の在り方を実

現するために、２０１９年から２０２８年を

「家族農業の１０年」とし、家族農業を家族

労働力を主体とする農林水産業と定義してい

ます。家族農業は、世界の農場数の９割を占

め、食料の８割を供給しており、資源エネル

ギー効率性が高いことが分かってきました。

日本でも、家族農業が全体の９７％を占めて

います。

コロナ禍で食料のグローバルサプライ

チェーンが寸断され、農産物の輸出規制も行

われました。マスクや人工呼吸器と同様に、

命をつなぐ食料も、国内で生産する必要性を

多くの人が再確認されました。このことから

も、家族農業、小規模農家を守り、担い手・

後継者を増やし、農業就労人口を継続的に確

保していかなければなりません。

以上のことを踏まえ、次の４点について当

市の見解を伺います。

１点目、三沢市の農業就労人口の推移につ

いて伺います。また、認定農業者以外の兼業

農家等の農業者数はどのようになっている

か。農業就労人口の確保に向けて、当市はど

のような取組を行っているのか伺います。

２点目について伺います。

生産過剰等による主要野菜の暴落や、コロ

ナ禍の影響等により、農業収入が減少した農

家の方々に対し、支援が今求められていま

す。

お隣の十和田市では、昨年、主要野菜の暴

落により、農家の皆さんが窮地に立たされた

ときに、十和田市独自に、共済などの保険を

かけている、かけていないにかかわらず、一

律の支援金を給付する主要・重要野菜再生産

緊急支援事業５,０００万円の予算を組んだ

とお聞きしました。

三沢市としても、今後、このような事態が

あった場合には、支援事業に取り組むべきと

思いますが、当市の見解について伺います。

３点目について伺います。

これまで、先人たちが培ってきた三沢市の

農業を次世代に引き継ぎ、発展させるために

は、担い手を育てることが鍵になってきま

す。新規就農者の確保に向けた事業が必要で

す。

十和田市では、独自に担い手を確保するた

めに、移住・定住就農支援事業に取り組んで

います。市外からのＩターン、Ｕターン等で

移住してきた青年就農者や、地域の営農講師

らに家賃の一部を補助する事業となっていま

す。三沢市としても取り組むべきと思います

が、当市の見解を伺います。

４点目について伺います。

独立して農業経営者に挑戦する青年就農者

を応援するため、農業機械またはパイプハウ

ス等を導入するための経費の一部を補助する

新規就農者農業機械等導入支援事業を創設す

るべきと思いますが、当市の見解を伺いま

す。

次に、福祉問題の介護保険事業について伺

います。

超高齢化社会の到来により、２０２５年問

題として、団塊の世代が７５歳を迎えること

により、医療や介護が必要となる高齢者が増
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えることが見込まれています。介護保険制度

は、高齢化が進むことで、誰もが安心して必

要な介護を受けられるよう平成１２年にス

タートしました。それから２０年、今日の介

護保険制度は、根本的な改善が必要な制度に

なっています。

介護サービス利用者の増加に伴い、２０１

８年８月から、サービスの自己負担割合が所

得に応じて１割から３割となり、差額ベッド

代や食費代等は実費になっています。また、

介護保険料は、３年ごとの改定で上がり続け

ています。

多くの高齢者の皆さんが、実質下がり続け

ている年金から上がり続けている保険料を天

引きされているわけですから、暮らしていけ

ないという声が上がっています。

介護が必要になった場合でも、特別養護老

人ホームへの入所は、介護認定が要介護３以

上でなければ利用できず、自宅での介護とな

り、精神的にも経済的にも、家族の負担が重

くなっています。老々介護や、親の介護をす

るために仕事を辞めざるを得ないなど、高齢

化が進む中で、介護の問題は深刻な社会問題

化しています。

本来、誰もが安心して老後を送れる、必要

に応じて介護が受けられる介護保険制度であ

るべきだと思います。

そこで、次の３点について伺います。

１点目、三沢市の介護保険事業の取組はど

のようになっているのか、その現状と課題に

ついて伺います。

また、要介護１から５の認定者数と要支援

等の総合事業対策者数の推移について、予防

事業の取組と成果について、老人施設等への

入所待機者数について伺います。

次に、介護保険事業の２点目について伺い

ます。

２０２１年に改定となる、２１年から２３

年度までの第８期介護保険事業計画を策定す

る中で、介護保険料についても算定されると

思いますが、来年度の保険料の見込みはどの

ようになるのか伺います。

次に、３点目について伺います。

年金など収入が少ないことにより、介護保

険料の負担が重く、保険料が払えず、やむな

く滞納せざるを得ないケースがあります。減

免、免除する制度が必要であると思います。

１年間の年金額が１８万円未満の方々は、

通帳からの天引きではなく、特別徴収、振込

用紙での支払いになります。また、無年金で

も保険料を払わなければなりません。本来で

あれば、生活保護に移行すべきところです

が、受けずに生活しているケースもありま

す。困窮している状況があれば、減免・免除

制度を進めるべきと思いますが、当市の取組

について伺います。

次に、教育問題として、独り親世帯、低所

得者世帯への支援策について伺います。

昨今、子供の貧困、独り親世帯の貧困の問

題が社会問題として取り上げられ、国でもそ

の対策に乗り出しています。厚労省が発表し

た平成２８年国民生活基礎調査によると、日

本の相対的貧困率は１５.６％となり、７人

に１人が貧困状態にあると言われています。

その１５.６％のうちの半数が独り親世帯で

あると言われています。

この問題は、放置することはできない状況

になっています。子供には、親の経済的事情

に関係なく、教育を受け、生活する権利があ

るはずです。

また、昨今、国も子供の貧困がもたらす社

会的損失が４２兆９,０００億円にも及ぶこ

とへの影響を鑑み、貧困の連鎖を断ち切るた

めに、独り親世帯、低所得者世帯に対する支

援策を打ち出しています。

コロナ禍における独り親世帯への支援とし

て、国は子供１人に５万円、２人目から１人

につき３万円を支給しましたが、さらに２回

目の支援として、収入が減り年を越せないと

いう声に応え、１２月中にも給付される見通

しと報道されました。

このように、独り親世帯、困窮している世

帯の子供たちをしっかりと支える支援策が行

政に求められています。そこで、支援策の一
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つとして、私立高校に通う独り親世帯、低所

得者世帯の高校生に対し、入学準備の支度金

や高額な交通費、スクールバス代などに対し

助成する事業を立ち上げるべきだと思いま

す。

小学校・中学校では、就学援助制度があ

り、保護者の所得により入学準備金や学用品

費、給食費、修学旅行費などの支給がありま

すが、高校生に対しては手薄になっているよ

うに感じています。高校は県の所管であり、

高校生等奨学給付金という教育支援制度があ

りますが、対象は生活保護世帯、住民税所得

割非課税世帯のみが対象となり、かなり限定

的となっています。

私立高校への交通費は、スクールバスを利

用すると往復で年間１１万８,０００円から

１４万８,０００円と、高額で大きな負担に

なっています。ある独り親世帯の方が、ス

クールバス代が本当に大変だと嘆いていまし

た。また、バス代を滞納している独り親世帯

の方もいるとお聞きしました。そうなると、

私立高校では、３か月未納の場合、払わない

と来年進級できませんよと保護者にすぐに連

絡が行くそうです。

親の事情は、子供に責任はありません。親

の経済的事情で中退を余儀なくされてしまう

のは、あまりにも理不尽ではないでしょう

か。このように支援を必要としている方々へ

の助成事業を創設すべきと思いますが、当市

の見解を伺います。

以上をもちまして、壇上からの一般質問を

終わります。御答弁をよろしくお願いいたし

ます。

○副議長（瀬崎雅弘君） ただいまの奥本菜

保巳議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの奥本議

員御質問の農政問題についての第１点目、三

沢市の農業人口の推移については私から、そ

のほかにつきましては担当部長からお答えを

させますので、御了承を願いたいと存じま

す。

公的な統計資料であります農林業センサス

における農業従事者数につきましては、平成

１２年では３,１２０人となっておりました

が、平成２７年では１,４５０人と減少の一

途をたどっており、平成１２年との比較で

は、１５年間で半分以下にまで減少している

状況であります。

また、同調査における兼業農家の戸数につ

きましては、平成１２年の時点で、総農家数

１,１７１戸に対し８３１戸でありました

が、平成２７年では、総農家数６１５戸に対

し３４３戸となっており、こちらも１５年間

で半分以下に減少しております。

市では、安定的な営農が継続できるよう、

各種公的支援を受けやすい認定農業者への移

行を促しておりますが、兼業農家に対しまし

ても経営所得安定対策や担い手育成総合支援

事業等、できる限りの支援を行いつつ、当市

の農業者数の維持と減少に対する歯止めを

図っていくこととし、併せて新規就農者の掘

り起こしと農業法人等の新規参入の促進を進

めてまいりたいと考えております。

私からは、以上であります。

○副議長（瀬崎雅弘君） 経済部長。

○経済部長兼新型コロナウイルス感染症対策

支援室長（関 敏徳君） 農政問題の第２点

目、昨年の主要野菜の価格暴落に対する農家

支援についてお答えいたします。

令和元年度においては、一部の野菜におい

て豊作による過剰在庫等による価格の低迷が

生じましたが、米類であれば農業共済組合、

野菜類であれば農業協同組合の青果物価格安

定共助会・基金協会による補塡など、それぞ

れのセーフティーネットにより農家を支援す

ることとなっており、これらの対策により昨

年の価格低迷については対応されたものと考

えております。

野菜価格は、その年ごとに上下動があり、

見極めが非常に難しいことから、農業協同組

合等の関係団体と協議し、支援を要するか調

査の上で、必要があると判断される場合は、
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市による行政支援も検討してまいりたいと考

えております。

次に、第３点目、農業の担い手確保につい

てお答えします。

市外、県外からのＩターン、Ｕターン等に

よる移住者に限らず、新規就農者につきまし

て、補助要件を満たす者であれば、国による

農業次世代人材投資事業の補助で、年最大１

５０万円の助成金を最長５年間支給しており

ます。

新規就農者がアパートや貸家に移住する場

合の家賃補助について、現在、当市では支援

は実施しておりませんが、住居を新築する場

合や中古住宅を購入した場合など、市の住宅

取得支援事業補助金やリフォーム等事業費補

助金などの各種助成を活用していただくこと

で、住まいの確保に向けた支援を行っていく

ことは可能であると考えております。

今後につきましては、関係各団体等から現

状調査の上、市外、県外からの就農希望者の

把握に努め、市独自の家賃補助等の助成につ

いて検討してまいりたいと考えております。

次に、第４点目、新規認定就農者が農業機

械またはパイプハウス等を導入するための経

費の一部を助成する事業についてお答えしま

す。

農業機械の取得やパイプハウスの整備等に

ついては、国及び県からの補助金で、その費

用の一部を助成する事業を既に行っておりま

す。これらの補助は、新規就農者も対象とな

り、新規就農者の営農計画の内容に応じ、必

要が認められれば助成することは可能であり

ます。

近年は、スマート農業という概念が示さ

れ、ＩＴ技術を駆使した新たなニーズも生じ

ていることから、市としましては関係諸団体

と協議して、新規就農において必要とされる

支援内容を調査の上、各種助成など独自の支

援についても検討してまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

○副議長（瀬崎雅弘君） 福祉部長心得。

○福祉部参事兼福祉部長心得兼生活福祉課長

（篠田浩一君） 福祉問題の第１点目、当市

における介護保険事業の現状と課題について

お答えいたします。

当市の介護保険事業は、高齢者が可能な限

り住み慣れた地域で、その有する能力に応じ

て自立した日常生活を営むことを可能とする

ため、十分な介護サービスの確保のみにとど

まらず、医療、介護、予防、住まい及び生活

支援が包括的に確保される地域包括ケアシス

テムの構築を目指しております。地域包括ケ

アシステムの構築に当たっては、三沢市高齢

者福祉計画第７期介護保険事業計画に基づ

き、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策

の推進、生活支援、介護予防サービスの体制

整備の三つの施策に力を入れて取り組んでい

るところでございます。

当市の要介護１から５の認定者数でござい

ますが、平成２９年度末現在１,４５９人、

令和元年度末現在１,３８７人と減少してお

り、要介護認定の適正化が図られているもの

と考えております。

また、要支援等の総合事業対象者は、平成

２９年度末現在４２８人、令和元年度末現在

６１４人と増加しており、要介護状態になる

ことを予防する総合事業につなぐことができ

た結果と考えております。

次に、当市の予防事業の取組についてでご

ざいますが、高齢者の生きがいづくり活動の

場となる寺子屋など、集える場への支援のほ

か、筋力トレーニングや調理実習などを行う

健康づくりと、介護予防を目的としたからだ

ぴんぴん教室を開催しております。また、コ

ロナ禍においても、自宅で安心してできるス

トレッチや筋力トレーニングなどをマックテ

レビを活用し、番組として放送しているとこ

ろでございます。

次に、特別養護老人ホームの待機者数につ

きましては、１０月末現在１３名となってお

り、介護施設の増設等の逼迫した状況にはな

いものと考えております。

いずれにいたしましても、今後も高齢化が
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進む状況であることから、なお一層の介護予

防への取組を進めてまいりたいと考えており

ます。

次に、福祉問題の第２点目、来年度の介護

保険料の見込みについてお答えいたします。

介護保険料は、介護保険事業計画に基づき

算定を行っており、来年度の保険料につきま

しては、現在策定作業中の三沢市高齢者福祉

計画第８期介護保険事業計画に基づき算定さ

れることから、介護保険料の見込みにつきま

しては、現時点では言及できる段階ではござ

いません。今後、介護保険事業計画を策定す

る中で、当市の実情に応じた介護サービス

と、それに必要な給付費等を算定し、適正な

保険料の設定に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、福祉問題の第３点目、当市における

介護保険料の減免・免除制度についてお答え

いたします。

介護保険料の減免につきましては、納付義

務者等が災害により著しい損害を受けた場

合、また、失業及び疾病により著しく収入が

減少した場合など、一定の基準に該当し生計

が困難であると認められるときには、条例に

基づき減免を行っているところでございま

す。

また、基準に該当されない方でも、随時納

付相談を受付しており、実情に応じた分割納

付につなげているところでございます。

福祉問題については、以上でございます。

次に、教育問題についてお答えいたしま

す。

経済的な理由によって、就学が困難と認め

られる学齢児童またはその生徒の保護者に対

し、学校教育法第１９条において、市町村は

必要な援助を与えなければならないとされて

おり、当市では三沢市要保護・準要保護児童

生徒援助費支給要綱に基づき、小学校及び中

学校の就学が困難と認められる児童または生

徒の保護者に対し必要な援助を行う、いわゆ

る就学援助制度を実施しているところでござ

います。

この就学援助制度は、学用品費、学校給食

費など、学校生活に係る費用の一部を援助す

るものでございますが、当市においては高校

入進学時に活用できる当該制度はなく、青森

県が授業料を支援する制度として、高等学校

等就学支援金を実施し、高校生を持つ保護者

の経済的負担への支援をしているところでご

ざいます。

また、授業料以外の教科書費や教材費な

ど、保護者の教育費の負担軽減を図るため、

これらの経費について給付する奨学のための

給付金のほか、学業、人物が優れているにも

かかわらず、経済的理由により就学が困難な

生徒に対しまして、貸与型ではありますが、

高等学校等奨学金など、各種支援制度がござ

います。

さらには、本年度からは、高等学校等就学

支援金の制度改正により、支援金の支給上限

額が引き上げられ、年収５９０万円未満の世

帯であれば、授業料が実質無償化となり、私

立高校等に通う生徒への支援が手厚くなった

ところでございます。

このほか、独り親世帯には、授業料以外の

学校生活に係る費用にも充てることができる

母子父子寡婦福祉資金貸付制度があり、貸付

けに係る利子は無利子で、返済期間について

は２０年以内となっており、これまでも学用

品費や就・通学費などに充てるなど利用され

てきております。

いずれの支援制度も、私立、国公立を問わ

ず支援の対象となりますので、当市といたし

ましては、まずはこれらの制度を活用してい

ただくことで、独り親世帯や低所得者の経済

的負担の軽減につながるものと考えておりま

す。

以上でございます。

○副議長（瀬崎雅弘君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。

それでは、質問順に再質問をさせていただ

きたいと思います。

まず農業問題なのですけれども、今回の１
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点目のところで、やはり大幅に農業就労する

人口が、本当に危機的状態にあるのではない

かと感じました。これは何としても全力で、

市としても全力を挙げて取り組まなければな

らない事態だというふうに思います。

私は今回、この１点目については再質問は

ありません。

２点目、３点目、４点目なのですが、これ

は主に農業者に対する支援策です。

なぜ私は今回、農業問題を取り上げたかと

いいますと、農業者の方が声をかけてきてい

ただきましたけれども、昨年は暴落して本当

に大変だったのだと。そのときに、共済とか

いろいろ保険かけてる人たちもいますけれど

も、それはかけた人に聞いたら、ちょっと

微々たるものだったということで。

それで、十和田では、先ほども言いました

けれども、この制度、重要品目に対して一律

に５,０００万円という予算を組んで、保険

をかけている、かけていないにかかわらず支

援したのだと。何で三沢はやらないのだと。

何で三沢はやってくれないのだという声を

私は受けまして、様々な支援策はどうなって

いるのかなとホームページを、三沢のホーム

ページ、そして十和田市のホームページ見ま

した。そうしましたら、本当に先ほど担当部

長が、まずいろいろＪＡとか国のそういう支

援策があるというふうに人ごとのようにおっ

しゃってましたけれども、十和田市はこの事

業の紹介についてといって１１事業、これは

県も国も全部ですけれども、こうやってホー

ムページにしっかりと詳しく受けられる事業

をこうやって掲載しています。また、十和田

市独自にこの四つの事業も立ち上げているの

ですね。

先ほども私が提案したのは、全て十和田で

やっていることです。さらに農業用ドローン

オペレーター育成支援事業、これも独自に

やっているそうです。おいしい十和田野菜の

健康な土づくり事業とか、これは独自の支援

策だそうです。こういう取組が、なぜ三沢で

はやってないのかなと、そういう思いで質問

をさせていただきました。

今、農家の皆さんの農業の実態をしっかり

と調査するというふうにおっしゃっていまし

たけれども、これは今までどのようにされて

いたのでしょうか。具体的にお願いします。

○副議長（瀬崎雅弘君） 答弁願います。

経済部長。

○経済部長兼新型コロナウイルス感染症対策

支援室長（関 敏徳君） ただいまの再質問

の状況についてどのように調査していたかと

いうことですが、市のほうといたしまして

は、ＪＡおいらせの農協等、また、改良区等

の方々からいろいろ意見等を聴取しまして、

今までは調べてきております。

農業というのは、各地域において作付状況

や経営状況も違うところはありますが、ま

た、それに伴う課題等も地域の特性というの

がございます。

今後は、近隣市町村の様々な支援策という

のもありますので、調査・研究して、当市に

最も必要な支援策を今後検討してまいりたい

と考えております。

○副議長（瀬崎雅弘君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。

期待しておりますので、ぜひ農家の皆さん

の生の声を直接聴いて、ぜひとも農業が発

展、持続発展していくように、力を全力かけ

てやっていただきたいと思います。

次に、福祉問題１点目について。

やはり介護保険事業というのは、大変な現

状、制度自体にもいろいろな課題がありま

す。今、大変、自宅で介護しているという方

が増えつつあるのではないかというふうに思

います。

そういう中で、１点目なのですが、特別障

害者手当というこの制度、これはなかなか障

害者とついているので、介護とは関係ない制

度なのかなと思いきや、実は介護認定４、要

介護４、５の高齢者の方が申請できるという

ふうになっているそうです。特別障害者手当

は、精神や身体に重い障害があって、常に特
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別な介護を必要とする人に支給される制度で

す。これは、障害者の手帳がなくても受けら

れるというふうになっております。グループ

ホームとか在宅型有料老人ホーム、サービス

付高齢者向け住宅に入居していても対象にな

るということなのです。

この手当は国の制度ですけれども、ほとん

ど知られていない制度で、やはり三沢市とし

ても、自治体としてこの制度を十分に活用す

る必要があると思うのですけれども、この周

知を図るべきと思いますが、それについて御

答弁をお願いします。

○副議長（瀬崎雅弘君） 答弁願います。

福祉部長心得。

○福祉部参事兼福祉部長心得兼生活福祉課長

（篠田浩一君） 奥本議員の再質問について

お答えいたします。

先ほど特別障害者手当のお話がありまし

た。その周知についてでございますが、まず

特別障害者手当は、身体や精神に著しく障害

があって、さらに日常生活において常時特別

の介護を要する在宅の方に支給されるもので

ございます。その支給要件でございますが、

政令で定められております障害程度の基準の

ほかに、本人や扶養義務者に対しても所得制

限などがございます。

このように、必ずしも要介護４と５の方が

直ちに支給になるものではございませんが、

しかしながら障害者手帳がなくても申請が可

能であるということでございますので、現在

の周知方法といたしましては、総合社会福祉

センターに備え付けてありますパンフレッ

ト、そして市のホームページのほうで御案内

してございます。

今後につきましても、それ以外のどのよう

な周知方法が適切で効果的であるのか、検討

をしてまいりたいと思います。

以上でございます。

○副議長（瀬崎雅弘君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁ありがとう

ございました。

ぜひこの制度、大変自宅で介護している

方々の精神的にも経済的にも本当に負担が重

いです。ぜひともこの制度を周知徹底させて

いただきたいというふうに思います。

次に、福祉問題２点目なのですけれども、

来年度、８期の保険料の見込額、今現在は策

定中ということで、まだ確定していないので

答えられないというお話でした。

私が申し上げておきたいのは、上げるべき

ではない。これまで三沢市では、３年ごとに

毎回引き上げられてきました。少ない年金か

ら保険料の天引きで暮らしていけない、こう

いう高齢者の声が本当にあります。もう限界

に来ています。

介護保険料を上げないための方策として

は、介護予防と質の高いデイサービスで元気

な高齢者を増やすこと、そしてまた、国の消

費税１０％の引上げによって、低所得者への

軽減措置として国の一般会計から繰入れをし

ているわけです。ですから、市としても、地

方消費税交付金から繰入れをし据え置くこ

と、国に対し、国の負担分を引き上げること

を求める、これは必要だと思いますが、いか

がでしょうか。

○副議長（瀬崎雅弘君） 答弁願います。

福祉部長心得。

○福祉部参事兼福祉部長心得兼生活福祉課長

（篠田浩一君） 再質問についてお答えいた

します。

介護保険料、上げるべきではないとの御質

問でございますが、次期の介護保険につきま

しては、先ほど御答弁申し上げましたとお

り、現段階では策定中ですので、言及できる

段階ではございませんが、しかしながら今後

におきましても、介護保険料の所得段階を１

４段階といたしまして、さらに保険料率の割

合を細分化するなどいたしまして、低所得者

世帯の負担軽減に対して可能な限り配慮して

まいりたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（瀬崎雅弘君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） ありがとうござい

ました。
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それでは、次に福祉問題の３点目について

再質問させていただきます。

先ほど、災害による失業とかで大変収入が

減少した場合に減免があると、こういう制度

があるというふうなお話でした。今必要がな

い場合でも、減免の要件に合致したときにす

ぐに申請できるように、これもやはり周知徹

底が必要だと思うのですけれども、周知方法

はどのようにされているのでしょうか。

○副議長（瀬崎雅弘君） 答弁願います。

福祉部長心得。

○福祉部参事兼福祉部長心得兼生活福祉課長

（篠田浩一君） 再質問にお答えいたしま

す。

減免についての周知方法でございますが、

これにつきましては、介護保険料の減免に対

する周知を納付通知書の裏面に記載しており

ます。そして、納付通知書を送付する際に、

介護保険料の説明パンフレットを同封して、

それによってお知らせしているところでござ

います。

以上でございます。

○副議長（瀬崎雅弘君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） ありがとうござい

ます。

次に、再々質問させていただきたいのです

けれども、今は減免制度があるということで

条例に載っていますが、この当市の減免とい

うのは、やはり震災・風水害・火災などで損

害を受けた方、世帯主が死亡したこと、重大

な障害を受け、もしくは長時間入院したこと

により収入が著しく減少したこと。本当に限

定的な、突発的な不測の事態に陥って収入が

減少したという場合に減免を受けられるとい

うことなのですけれども、実は全国を見渡す

と、他の自治体では、川崎市ですけれども、

生活困窮減免、低所得者により生計が困難で

あるという減免制度がありまして、２段階か

ら４段階までが対象になります。

これはやはり当市は、その生活困窮減免と

いうのはありません。なかなか、第１段階が

生活保護で第２段階は八十何万円とか、要件

がいろいろあるわけなのです。その中で払え

ないという方も中にはいるのです。そういう

方たちに、滞納になっていると思うのです

が、こういう生活困窮減免というのを、事情

を知らせてもらって、その事情に合わせて減

免すると。これを自治体でやっているところ

もありますが、これは必要だと思うのですけ

れども、いかがでしょうか。

○副議長（瀬崎雅弘君） 答弁願います。

福祉部長心得。

○福祉部参事兼福祉部長心得兼生活福祉課長

（篠田浩一君） 奥本議員の再々質問、生活

困窮減免ですか、それについてお答えいたし

ます。

当市におきましては、先ほどから申し上げ

ておりますが、所得段階を１４段階と細分化

しております。国が示している介護保険料の

所得段階は、基本が９段階でございますけれ

ども、当市ではさらに細分化して、１４段階

と階層を多く設定することによりまして、低

所得者に対する負担を軽減することに対して

配慮しているところでございます。

しかしながら、保険の支払いが苦しいとの

御意見がございますので、他の自治体では生

活困窮減免を行っているところもございま

す。今後につきましては、様々な意見を拝聴

しながら調査・研究して、進めてまいりたい

と考えております。

以上でございます。

○副議長（瀬崎雅弘君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） ありがとうござい

ました。ぜひとも、生活困窮減免、低所得者

により生計が困難、こういうケースで減免制

度ができることを期待しております。

次に、教育問題について再質問させていた

だきたいと思います。

御答弁の中で、国・県の様々な高校生に対

する補助事業、支援の制度を御紹介いただき

ました。

今年４月からは、私立高校の授業料が実質

無償になっているということで、また、高校

生等奨学給付金という返済不要の支援制度が
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あります。入学準備にも交通費にも利用でき

る、使い勝手のいい制度になっております。

保護者が災害や失職、倒産などに遭った場合

に受けられる、家計急変への支援という制度

もあります。

援助を必要とする家庭にとっては、本当に

助かる制度だというふうに思いますが、これ

は国・県の事業なので、なかなか市として広

報されているのかなというところが思います

が、その点がちょっと疑問符なのですが、こ

の制度、教育委員会は中小ですけれども、そ

ういう部分で高校生に対するこういう制度、

これはどのように周知されているのでしょう

か。

○副議長（瀬崎雅弘君） 答弁願います。

福祉部長心得。

○福祉部参事兼福祉部長心得兼生活福祉課長

（篠田浩一君） 再質問についてお答えいた

します。

様々な支援制度がございますが、その周知

方法、まず母子父子寡婦福祉資金につきまし

ては、対象となる世帯に対しましてパンフ

レットを配付、そして制度の内容を説明する

などして周知を図っております。

そのほかの高等学校等就学支援金、そして

奨学のための給付金などの支援制度につきま

しては、高校就学前に青森県の教育委員会か

ら市の教育委員会を通して各学校へ案内され

ているとのことでございます。

以上でございます。

○副議長（瀬崎雅弘君） 奥本議員。

○９番（奥本菜保巳君） 御答弁、ありがと

うございました。再々質問させていただきた

いと思います。

本当にいろいろな制度があって、無利子の

貸付けとか、様々支援制度はあるのです。け

れども、実はこれらの制度は大変条件が狭く

て、受けたくても受けられない方々も出てく

るような内容になっていまして、私は県の担

当のところに電話しまして、高校生等奨学給

付金、要件とかいろいろ伺いました。生活保

護世帯と住民税所得割非課税の世帯で、これ

はちょっと税務課のほうに行って調べたら、

大体の年収が２００万円あたりがボーダーラ

インになっているのだそうです。

小中の就学援助制度というのは、これまで

受けてきたと。ところが、高校に行ったら受

けられない。こういうふうな事態もありま

す。

貸与の奨学金ということになると、保証人

が必要であったり、あと生活困窮してますか

ら、税金も滞納している、そういう場合には

受けられません。

今、御答弁にあったように、国と県がほぼ

行っています。三沢市独自に、三沢の子供た

ちです。子供ですよ、三沢の。子供たちへの

このこういう制度はないのです。

三沢版高校生等就学給付金を創設して、例

えばスクールバス代、本当に高額です。こう

いうところにも活用できるような、これを創

設する必要があると私は思いますけれども、

このことを質問して、私の質問を終わりま

す。

○副議長（瀬崎雅弘君） 答弁願います。

福祉部長心得。

○福祉部参事兼福祉部長心得兼生活福祉課長

（篠田浩一君） それでは、再々質問につい

てお答えいたします。

市独自の助成事業についてはございませ

ん。先ほども申し上げましたが、様々な支援

制度がありますので、まずはそちらを活用し

ていただきたいと思います。

また、県で行っている支援制度のほかに、

社会福祉協議会で実施している教育支援資金

というものがございます。これは貸与型では

ございますが、無利子で返済期間が２０年、

さらに保証人が要らないというものでござい

ます。総合社会福祉センターに御相談いただ

ければ、社会福祉協議会のほうにつなげるな

どの支援をしていきたいと思っております。

いずれにいたしましても、私立高校のス

クールバスに係る費用だけではなくて、他の

公共機関を利用されている県立に通われてい

る方もいますので、それらの公平性を図って



― 38 ―

いく必要があると考えておりますので、それ

らの課題を踏まえまして、今後、調査・研究

してまいりたいと思っております。

以上でございます。

○副議長（瀬崎雅弘君） 以上で、奥本菜保

巳議員の質問を終わります。

─────────────────

○副議長（瀬崎雅弘君） 本日の日程は、以

上で終了いたします。

なお、明日も引き続き、市政に対する一般

質問を行います。

本日は、これをもって散会します。

御苦労さまでした。

午後 ２時１９分 散会


